
町の人口 

（平成13年7月末日） 

男 3, 779 人 

女 4, 182 人 

計 7, 961人 

世帯数 2, 957世帯I 

ほうじよう 

117人がおとなの仲間人り 

夏らしいゆかた姿の参加者 

山本華世さんと楽しいおしゃべり 
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■65歳以上の方の保険料について 

これまでの1年半の期間は、 

特別対策として本来の保険料が 

軽減されていました 

保険料が軽減された分は 
国が負担していました 
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介護保険は国民みんなで 
支えていく制度です0 
高齢化が進み、介護の問題は社会全 

体の課題となっています。今後、国 

民の2人に1人が介護が必要になる 

と見込まれています。介護を国民全 

体で支えるために、40歳以上のすべ 

ての人々に保険料を納めていただい 

ているのです。 
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r 嘉れから必aと壱 
（ 考えると、像険料は 
＼で要なん蒸ね 
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介護を必要とする高齢者の増加 

わが国では、21世紀の半ばには3人に1人が高齢 

者という時代を迎えようとしています。まさに、 

介護は誰もが直面する問題となっているのです。 

介護者の50％以上が60歳以上 

介護を必要とする高齢者が増え続けていますが、 

それと同時に介護する人も高齢となり、家族だけ 

での介護がますます難しくなる傾向にあります。 

39歳以下／2. 6 % 

70歳以上／25 .2％」 

60 ~69歳 
29 .2 % 

40 ~49歳 
15 .4 % 

鷲5.9，歳 
27沿ミ騎r 

※出典 平成10年度国民生活基礎調査 

保険料50 %＋公費（税金）50 % 県内の介護保険サ ビス利用状況 

実際の介護サービス費用のうち、65歳以上の方が 福岡県内では、平成12年度に8万5千人余の方が介 

負担される保険料は平均17％で、他は40歳から 護保険のサービスを利用しています。 

64歳までの方の保険料と公費でまかなわれています。 

65歳以上の保険料 
17 % 国 2 5 % 
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40 ~64歳の保険料 
33％ 都道府県／12 .5 % 

介護療養型医療施設 
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介護老人福祉施設 
14 .2 % 

\ 
Sさ利lIョ者割J‘乃トト毒 

市町村／12 .5 % ※王員一芥護篠険事業状況報告 2 

在宅サービス 
62 .2 % 


